
平成２３年発生 主な休業災害の発生状況  

                                 土浦労働基準監督署    

 発生日等 発生状況（原因含む） 対策 

１ １月 

 

道路貨物運送業 

 

６０歳代 

 

休業４日 

天井の電球を取り換えるた

め、フォークリフトのアーム

にパレットを７～８枚載せ、

更にその上に電球を取り換

えるための作業者を載せて

アームを上昇させたところ、

電球取り換え作業者がフォ

ークリフトのマストに手を

掛けていたため、右母指を挟

み負傷した。 

フォークリフト等の車両系荷役運搬機

械等を、荷のつり上げ、労働者の昇降等、

当該車両系荷役運搬機械等の主な用途

以外に使用しないこと。 

（安衛則第１５１条の１４） 

２ ２月 

 

石材加工業 

 

６０歳代 男性 

 

休業１か月 

モルタルミキサーの羽根を

回転させたまま、内部に付着

したセメントを取り除こう

として、左手中指及び薬指を

巻き込まれ、骨折した。 

付着物を取り除く等のそうじ、検査及び

修理等の作業を行う場合、労働者に危険

を及ぼすおそれのあるときは、機械の運

転を停止すること。（安衛則第１０７条）

３ ５月 

 

建設業 

 

２０歳代 男性 

 

休業３か月 

震災復旧工事のため、枠組み

足場を組み立てているとき、

地上高さ約９ｍから墜落し

た。安全帯は着用していたも

のの、使用していなかった。

高さ２ｍ以上の作業床の端等、墜落によ

り労働者に危険を及ぼすおそれのある

箇所では、囲い等の墜落防止措置を講じ

ること。囲い等の設置が困難な場合に

は、防網を張り、安全帯を使用する等の

措置を講じること。（安衛則第５１９条）

また、足場の組立て等作業主任者に、安

全帯の適切な使用状況を監視させるこ

と。（安衛則第５６６条）なお、安全帯

は二丁掛けを基本にするほか、ハーネス

型安全帯を採用することが望ましいこ

と。（足場からの墜落・転落災害防止総

合対策推進要綱） 

４ ６月 

 

合板製造業 

 

２０歳代 男性 

 

休業１か月 

接着剤を合板に塗布するロ

ールコーターの、ロール表面

に付着固化した接着剤を、ロ

ールを回転させながら紙ヤ

スリで削り落としていたと

ころ、回転する上下のロール

機に左手から肩まで巻き込

まれた。 

ロール表面の付着物を取り除く等のそ

うじ、検査及び修理等の作業を行う場

合、労働者に危険を及ぼすおそれのある

ときは、機械の運転を停止すること。（安

衛則第１０７条） 



 発生日等 発生状況（原因含む） 対策 

５ ７月 

 

道路貨物運送業 

 

３０歳代 男性 

 

休業６か月 

一人でボックスパレットを

トラック荷台から下ろして

いるとき、誤って荷台からボ

ックスパレットとともに墜

落。ボックスバレットの下敷

きとなり重傷（下半身麻痺）

を負った。 

作業指揮者を定め、複数人で作業を行

う。 

 

 

 

 

 

 

６ ９月 

 

食料品製造業 

 

５０歳代 女性 

 

休業１９日 

調理場において、野菜をスラ

イサーで裁断中、スライサー

に野菜が詰まったため電源

を切り、詰まりを取り除こう

としたが、完全に刃の回転が

止まっていなかったため、左

手中指を損傷した。 

刃部のそうじ等を行うときは、電源を切

る等の動力の遮断のほか（安衛則第１０

８条）、刃の惰性回転が完全に止まるま

で手等を入れないこと。 

７ １０月 

 

建設業 

 

４０歳代 男性 

 

休業３か月 

スレート屋根の葺き替え作

業中、歩み板を設けていない

箇所を移動したところ、スレ

ート屋根を誤って踏み抜き、

高さ約３．５ｍの箇所から墜

落した。 

スレート屋根上で作業を行うときは、幅

３０ｃｍ以上の歩み板を設け、防網を張

る等の墜落防止措置を講じること。  

（安衛則第 524 条） 

８ 

 

 

 

 

１１月 

 

社会福祉施設 

 

４０歳代 女性 

 

休業３週 

特別養護老人ホームにおい

て、利用者を車いすからベッ

トに移動させる際、突然腰部

に激痛が走った。 

片足を少し前に出し、膝を曲げてしゃが

むように抱かえ、この姿勢から膝を伸ば

すようにして抱き上げること。両膝を伸

ばしたまま上体を下方に曲げる姿勢を

とらないこと。（「社会福祉施設における

労働災害防止のために」厚生労働省ＨＰ

（安全衛生関係リーフレット等一覧）に

掲載） 

９ １２月 

 

給食業 

 

５０歳代 女性 

 

休業３か月 

厨房内のトレー洗浄作業箇

所において、トレー回収コン

ベヤーにトレーが挟まった

ため、電源を切りトレーを取

り除き、コンベヤーを再起動

させたところ、コンベヤーの

回転軸に衛生手袋が挟まれ、

右手が巻き込まれた。 

機械の原動機、回転軸、歯車等の労働者

に危険を及ぼすおそれのある部分につ

いては、覆い、囲い等を設けること。（安

衛則第１０１条第１項） 

                        


